
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１１回 住民・福祉・教育小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年２月７日(金) 

   午後２時３０分～ 

場所 ： アグリセンター大宮会議室  

 大宮町 

  



次 第 
 

１．開会 
 
 
 
２．議題 
  
（１）協議第１号  １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い（その６） 
 
（２）協議第２号  １９－２０ 学校教育の取扱い（その５） 
 

 （３）協議第３号  １９－２２ 社会教育の取扱い（その６） 
  
 （４）次回の議題について 
   ・協定項目の協議について 
 
 
（５）次回の会議開催について 

  ・第１１回 住民・福祉・教育小委員会  
  日時 平成１５年２月２０日(木) 午後２時３０分～ 

   場所 弥栄町役場 会議室 
    
 
 
３．その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１）障害者計画 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

名称 

 

 

策定年度 

 

 

目標年度 

 

 

 

 

数値目標の有無 

第２次峰山町地域福祉総合計画 

 

 

平成１１年度 

 

 

平成１５年度 

 

 

 

 

無 

 

 

大宮町障害者計画 

 

 

平成１３年度 

 

 

平成１８年度 

 

 

 

 

無 

 

網野町障害者計画 

 

 

平成１１年度 

 

 

平成２０年度 

 

 

 

 

無 

丹後町障害者基本計画 

 

 

平成１４年度作成予定 

 

 

平成２３年度 

 

 

 

 

無 

弥栄町障害者計画 

 

 

平成１５年３月作成予定 

久美浜町障害者計画 

 

 

平成１３年度 

 

 

平成２２年度 

 

 

 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等 障害者基本法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等について 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１）障害者計画 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

   新市において、新たに障害者計画を策定する。 

 

 障害者計画 

 

  各町とも同様の計画を策定している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 身体障害者手帳の

交付 

 

  担当課 

 

  申請手続き 

    

   

  交付通知 

   

   

交付方法・場所 

 

 

  特別障害者手当の

申請案内 

   

   

平成１３年度 

  (14年3月末) 

  １級   （人） 

  ２級 

  ３級 

  ４級 

  ５級 

  ６級 

  合計 

 

 (内、13年度新規) 

       

 

（障害認定及び手帳の

作成は京都府による） 

 

 

 

保健福祉課  

 

 申請書、診断書・意見書、写真 

 

 

文書で通知 

急ぐ場合は電話 

 

総合福祉センターで交付 

 

 

該当者のみ同時に申請案内 

 

 

 

 

 

１６５ 

１０７ 

 ８８ 

１６１ 

 ７６ 

 ７０ 

６６７ 

 

 ６３ 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

役場窓口で交付 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１３３

６５

８０

１２７

４４

６２

５１１

３３

 

 

 

 

 

 

健康福祉課 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

郵送 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

２３１

９０

１２６

１８８

７１

７０

７７６

６２

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課 

 

同左 

 

 

電話連絡 

 

 

役場窓口で交付 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１０２

５４

６５

８３

５３

４６

４０３

１８

 

 

 

 

健康福祉課 

 

同左 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

保健福祉センターで交付 

 

 

同左 

 

 

 

 

８０

５６

４３

８０

４０

４４

３４３

３０

 

 

 

 

保健福祉課 

 

同左 

 

 

電話連絡 

 

 

保健センターで交付 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１４６ 

１０４ 

１０７ 

１７９ 

９６ 

１０７ 

７３９ 

 

３９ 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 身体障害者福祉法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

   新市における身体障害者手帳の交付方法は、文書による交付通知及び各支所窓口での直接交付とする。 

 

    

 

 １ 身体障害者手帳の交付 

 

   交付方法に相違がある。 

 

    交付通知について   峰山町、大宮町、網野町、弥栄町・・・・・文書による通知 

               丹後町、久美浜町・・・・・・・・・・・・電話による通知 

 

    交付方法       峰山町、大宮町、丹後町、弥栄町、久美浜町・・・・窓口で交付 

               網野町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・郵送により交付 

               ※網野町は、交付通知とともに、手帳を郵送している。 

 

   

 

 

 

 

 

６町合計 

 

  １級       ８５７人 

  ２級       ４７６人 

  ３級       ５０９人 

  ４級       ８１８人 

  ５級       ３８０人 

  ６級       ３９９人 

   合計     ３，４３９人 

 

１３年度新規交付者  ２４５人 

 

 

 

  

    

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 療育手帳の交付 

 

申請手続き 

    

   

 交付通知 

   

   

交付方法・場所 

 

  

 

 

 

 

 

平成１３年度 

手帳保持者数（人） 

    Ａ 

    Ｂ 

    合計 

 

(内、13年度新規) 

      再交付 

 

 

 

 

 

（障害認定及び手帳の

作成は京都府による） 

 

 

 

 

 

 

 申請書、写真 

 

 

文書で通知 

急ぐ場合は電話 

 

総合福祉センターで交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４６ 

４３ 

８９ 

 

２ 

１３ 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

役場窓口で交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０

４９

８９

９

３

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

郵送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ４７ 

            ６２ 

           １０９ 

          

    ６ 

 ９ 

 

 

同左 

 

 

電話連絡 

 

 

役場窓口で交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７

２０

３７

６

４

 

 

同左 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

保健福祉センターで交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７

２３

５０

  ３

 ８

 

 

同左 

 

 

電話連絡 

 

 

保健センターで交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３８ 

５０ 

８８ 

 

２ 

１１ 

根拠条例・要綱・規則等 知的障害者福祉法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

   新市における療育手帳の交付方法は、文書による交付通知及び各支所窓口での直接交付とする。 

 

    

  

 ２ 療育手帳の交付 

 

  交付方法に相違がある。 

 

    交付通知について   峰山町、大宮町、網野町、弥栄町・・・・・文書による通知 

               丹後町、久美浜町・・・・・・・・・・・・電話による通知 

 

    交付方法       峰山町、大宮町、丹後町、弥栄町、久美浜町・・・・窓口で交付 

               網野町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・郵送により交付 

               ※網野町は、交付通知とともに、手帳を郵送している。 

 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

 Ａ   ２１５人 

 Ｂ   ２４７人 

合計   ４６２人 

 

新規    ２８人 

再交付   ４８人 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 精神障害者保健福

祉手帳の交付 

 

申請手続き 

   

  

   

 交付通知 

   

   

交付方法・場所 

 

  

 

 

 

平成１３年度 

手帳保持者数（人） 

    １級 

    ２級 

    ３級 

    合計 

 

        

 

 

 

 

 

 

（障害認定及び手帳の

作成は京都府による） 

 

 

 

申請書、診断書、あるいは、 

年金証書の写し、振込（支払）通

知書の写し、年金照会の同意書 

 

文書で通知 

急ぐ場合は電話 

 

総合福祉センターで交付 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

１２ 

４ 

２４ 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

役場窓口で交付 

 

 

 

 

 

 

 

４

１１

１

１６

 

 

 

 

同左 

 

 

 

電話連絡又は文書通知 

 

 

郵送 

 

 

 

 

 

 

 

１３

２０

６

３９

 

 

 

同左 

 

 

 

電話連絡 

 

 

役場窓口で交付 

 

 

 

 

 

 

 

３

５

３

１１

 

 

 

同左 

 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

保健福祉センターで交付 

 

 

 

 

 

 

２

５

４

１１

 

 

 

 

同左 

 

 

 

電話連絡 

 

 

保健センターで交付 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

１０ 

５ 

１９ 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律 

同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

   新市における精神障害者保健福祉手帳の交付方法は、文書による交付通知及び各支所窓口での直接交付とする。 

 

    

 

 ３ 精神障害者保健福祉手帳 

 

    交付方法に相違がある。 

 

    交付通知について   峰山町、大宮町、網野町、弥栄町・・・・・文書による通知 

               丹後町、久美浜町・・・・・・・・・・・・電話による通知 

 

    交付方法       峰山町、大宮町、丹後町、弥栄町、久美浜町・・・・窓口で交付 

               網野町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・郵送により交付 

               ※網野町は、交付通知とともに、手帳を郵送している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

    １級     ３４人 

    ２級     ６３人 

    ３級     ２３人 

    合計    １２０人 

 

  

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 身体障害者手帳診

断書料の補助 

（事業名） 

 

  

補助限度額 

  

 

交付時期 

 

  

交付方法 

 

 平成１３年度実績 

 

 件数 

 

 事業費 

 

身体障害者手帳交付申請用診断

書料補助金交付事業 

 

 

２，０００円 

 

 

原則として１ヶ月に１回 

 

 

申請時指定の口座へ振込 

 

 

 

９３件 

 

１８６，０００円 

 

身体障害者の手帳交付申請に伴

なう診断書手数料に関する補助

金交付事業 

 

２，０００円

 

 

まとめて随時（年３～４回） 

 

 

口座振込（場合により窓口払） 

 

 

 

４２件 

 

８４，０００円 

 

 

身体障害者手帳交付申請用診断

書料助成事業 

 

 

３，０００円 

 

 

規定なし（随時） 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

 

７８件 

 

２２４，９００円

 

身体障害者手帳交付申請用診断

書料助成補助金交付事業 

 

 

２，０００円

 

 

年３回（４ヶ月分） 

 

 

同左 

 

 

 

３３件 

 

６２，０００円

 

身体障害者手帳交付申請用診断

書料助成事業 

 

 

２，０００円

 

 

年度末 

 

 

同左 

 

 

 

４５件 

 

９０，０００円

 

障害者手帳交付申請用診断書料

補助金交付事業 

 

 

２，０００円 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

同左 

 

 

 

５０件 

 

１００，０００円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者手帳交付申請

用診断書料補助金交付要綱 

身体障害者の手帳交付申請に伴

なう診断書手数料に関する補助

金交付要綱 

網野町身体障害者手帳等交付申

請用診断書料助成金支給要綱 

 弥栄町身体障害者手帳交付申請

用診断書料補助金交付要綱 

久美浜町障害者手帳交付申請用

診断書料補助金交付要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

    一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

新市においても診断書料にかかる補助金を交付する。 

 

      補助限度額は、２，０００円とする。 

 

 ４ 身体障害者手帳診断書料の補助 

 

  各町とも同様の事務を行っている。 

 

   補助限度額に相違がある。 

 

   網野町       ３，０００円 

   他５町       ２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

３４１件 

 

   ７４６，９００円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ 精神障害者保健福

祉手帳診断書料の補

助 

（事業名） 

 

 補助限度額 

  

 

交付時期 

  

 

交付方法 

 

  

 

平成１４年度予算額 

 

（件数×単価） 

   

 

 

精神障害者保健福祉手帳交付申

請用診断書料補助金交付事業 

 

 

２，０００円 

 

 

原則として１ヶ月に１回 

 

 

申請時指定の口座へ振込 

 

 

 

３０，０００円 

 

（１５件×２，０００円） 

 

精神障害者保健福祉手帳交付申

請用診断書料補助金交付事業 

 

 

２，０００円 

 

 

随時の予定 

 

 

口座振込（場合により窓口払） 

 

 

 

２０，０００円

 

（１０件×２，０００円）

 

 

精神障害者保健福祉手帳交付申

請用診断書料助成事業 

 

 

３，０００円 

 

 

規定なし（随時） 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

 

        ３０，０００円

 

（１０件×３，０００円）

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者手帳交付申請用診断書料

補助金交付事業 

 

 

２，０００円 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

峰山町に同じ 

 

 

 

２０，０００円 

 

（１０件×２，０００円） 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町精神障害者保健福祉手帳

交付申請用診断書料補助金要綱 

大宮町精神障害者保健福祉手帳

交付申請用診断書料補助金交付

要綱 

網野町身体障害者手帳等交付申

請用診断書料助成金支給要綱 

  久美浜町障害者手帳交付申請用

診断書料補助金交付要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （２）身体障害者手帳等の交付   分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

新市においても診断書料にかかる補助金を交付する。 

 

     補助限度額は、２，０００円とする。 

 

 ５ 精神障害保健福祉手帳診断書料の補助 

 

   町により、取扱いについて相違がある。 

 

    網野町              ３，０００円の補助        

 

    峰山町、大宮町、久美浜町     ２，０００円の補助 

 

    丹後町、弥栄町          補助なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計（平成１４年度予算額） 

 

  ４５件  １００，０００円 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （３）更生医療給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

（事業名） 

 

 

申請受付 

 

 

 

 

平成１３年度実績 

一 般    人 

件 

 

心臓     人 

件 

 

血液透析分  人 

件 

 

中心静脈栄養分 人 

件 

 

公費負担額    円 

 

 

 

 

 

身体障害者更生医療給付事業 

 

 

申請書、意見書、医療費概算書、

保険証のコピーを添付 

 

 

 

 

 ５人 

 ２０件 

 

２５人 

８８件 

 

６人 

５９件 

 

０人 

０件 

 

 

４，２２２，３１５円 

 

更生医療給付事業 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 ２人 

２１件 

 

２２人 

９４件 

 

１０人 

３４件 

 

 ０人 

０件 

 

３，０７９，４７３円

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 ２人 

 ７件 

 

１３人 

３５件 

 

 ３人 

３８件 

 

 ０人 

 ０件 

 

      

 １，３０７，７５６円

 

身体障害者更生医療給付事業 

 

 

同左 

 

 

 

 

１人 

５件 

 

８人 

３１件 

 

１人 

５件 

 

０人 

０件 

 

 

１，１１４，０４２円

 

更生医療給付事業 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１人 

１件 

 

１人 

１件 

 

１人 

９件 

 

０人 

０件 

 

 

３３９，３２７円

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１人 

４件 

 

６人 

１７件 

 

１０人 

１２０件 

 

０人 

０件 

 

 

１，４０９，４３９円 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者福祉法施行規

則 

大宮町身体障害者福祉法施行細

則 

網野町身体障害者福祉法施行規

則 

丹後町身体障害者福祉法施行規

則 

弥栄町身体障害者福祉法施行細

則 

久美浜町身体障害者福祉法施行

細則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （３）更生医療給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

   現行のまま、新市に継承する。 

 

 更生医療給付事業 

 

  各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

    一般                 １２人 

                       ５８件 

 

    心臓                 ７５人 

                      ２６６件 

 

    血液透析分              ３１人 

                      ２６５件 

 

    中心静脈栄養分             ０人 

                        ０件 

 

 

    公費負担額合計    １１，４７２，３５２円 

          

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （４）進行性筋萎縮症者療養等給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 （事業名） 

 

 

 

 

  申請手続 

 

   

給付決定 

 

   

   

 給付対象者数（13年

度） 

 

 

 公費負担額 

 

進行性筋萎縮症者療養等給付事

業 

 

 

申請書、意見書、身更相に判定依

頼 

 

給付の決定をした時は、療養等給

付券を申請者に交付する。 

 

 

０人 

 

 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

 

 

０円

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

 

 

０円

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

 

 

０円

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

２人 

 

 

 

５，０８８，８７０円

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

 

 

０円 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町進行性筋萎縮症者療養等

給付事業実施要綱 

大宮町進行性筋萎縮症者療養等

給付事業実施要綱 

   久美浜町進行性筋萎縮症者療養

等給付事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （４）進行性筋萎縮症者療養等給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

  

    現行のまま、新市に継承する。 

 

 進行性筋萎縮症者療養等給付事業 

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

  対象者              ２人 

 

  公費負担額    ５，０８８，８７０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １０ 英語指導助手事業 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 英語指導助手事 

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語指導助手の配置状況 

 ＪＥＴ事業によるＡＬＴ１名

教育委員会に配置し 

○活動状況 

中学校に週3日 

小学校に週1 日（６校順番）、

教育委員会事務局１日 

 

 

英語指導助手の配置状況 

 ＪＥＴ事業によるＡＬＴ１名

を教育委員会に配置 

○活動状況 

 大宮中学校に週５日間勤務 

 

 ＪＥＴ事業によらないＡＬＴ

１名配置（昨年8月より） 

月曜日 大宮第一小学校 勤務 

火曜日 大宮第三小学校 勤務 

水曜日 教育委員会   勤務 

木曜日 大宮第一小学校 勤務 

金曜日 大宮第二小学校 勤務 

 

英語指導助手の配置状況 

 ＪＥＴ事業によるＡＬＴ１名

教育委員会に配置 

○活動状況 

 学校：月・火・木曜日網野中学

  校、水曜日橘中学校、金曜

日各小学校を順番に回る 

その他：本人の意思により地域

や学校の行事、ボランティ

ア活動に参加 

 

英語指導助手の配置状況 

 ＪＥＴ事業によるＡＬＴ１名

教育委員会に配置 

○活動状況 

  教育委員会事務局で日程表を

作成し、各小中学校に入る。 

 各小中学校の派遣申請書（指

導計画）により準備し、授業・

行事等に参画する。 

 

英語指導助手の配置状況 

 ＪＥＴ事業によるＡＬＴ１名

教育委員会に配置 

○活動状況 

 中学校に週４日勤務 

 小学校に週１日勤務 

 

英語指導助手の配置状況 

ＪＥＴ事業によるＡＬＴ１名教

育委員会に配置 

○活動状況 

中学校に週４日勤務 

 小学校に週１日勤務 

根拠条例・要綱・規則等      外国語指導助手の服務等に関す

る規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １０ 英語指導助手事業 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

新市において配置人数を総合的に精査し、適切な配置を行う。 

 

１ 英語指導助手事業 

   各町１名～２名の英語指導助手が配置されている。児童生徒が国際化の流れに対応できる能力の開発に役立てる

ために引き続き実施する必要がある。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １１ 人権教育 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 人権教育 

 ・推進の重点 

 

☆人権教育 

 教育活動全体に人権教育を適

切に位置づけ、児童生徒の実態を

的確に把握して、教育の機会均等

を図り、学力の充実や進路保障に

努める。また、全ての基本的人権

を尊重する心をはぐくむととも

に、同和問題を人権問題の重要な

柱として位置づけ、あらゆる人権

問題の解決に向けた実践的態度

の育成を図る。 

◇ 総合的な人権教育計画の充

実と全校推進体制の確立によ

る実践の強化 

◇ 適切な進行管理による実践

の強化 

◇ 学力の向上と個々の課題に

即したきめ細やかな指導 

◇ 校種間の連携強化による発

達段階に即した系統的な人権

教育の推進 

◇ これまでの同和教育の成果

を生かすこと 

 

 

 

☆人権教育 

◇ 児童生徒の発展段階及び地

域の実態を踏まえて人権教育

指導計画を策定し、日常的な点

検をしながら実践に勤める。 

◇ 同和教育を人権教育の重要

な柱と位置づけ、あらゆる人権

問題の解決に向けた実践的態

度の育成を図る。 

◇ 教育の機会均等の視点に立

ち、多様な進路を主体的に選択

できる学力を身につけるよう

個々の課題に即したきめ細や

かな指導に努める。 

◇ 教職員は、人権問題について

の認識を深め、指導力の向上に

努めるとともに積極的に授業

を公開し、保護者等に対する理

解・啓発に努める。 

◇ さまざまな人権問題の解決

を目指す総合的な取り組みを

推進するため、保・小・中・高

校間の交流と、地域や社会教育

とのいっそうの連携を図る 

 

 

☆人権教育 

◇ 児童生徒の発達段階及び地

域の実態を踏まえ、学力向上と

希望進路拡大の実現を目指し、

個々の課題に応じてきめ細や

かな指導の充実に努める。 

◇ 従来の同和教育で積み上げ

られた成果も踏まえた指導の

充実を図り、あらゆる人権問題

の解決に向けた実践態度の育

成に努める。 

◇ 人権問題の解決を目指す総

合的な取り組みを推進するた

め、社会教育との一層の連携を

図る。 

 

・人権週間に最低でも2時間の授

業時間を設定し、作文、ポスタ

ー等作成。また、通常の教科や

特別活動の中で人権にかかわ

るものが出てくればそれを教

材に学習。 

 

 

☆人権教育 

◇ 教育活動全体に人権教育を

適切に位置づけ、地域や学校の

実態を考慮しながら、基本的人

権や同和問題などさまざまな

人権問題についての正しい理

解や認識の基礎を育てる。 

◇ これまでの同和教育で積み

上げられた成果を踏まえ、すべ

ての人の基本的人権を尊重す

る心をはぐくむとともに、同和

問題を人権問題の重要な柱と

して位置付け、あらゆる人権問

題の解決に向けた実践的態度

の育成に努める。 

◇ 日常的、系統的な研修を行

い、人権問題に対する認識の深

化と指導力の向上に努める。 

◇ 校種間および学校間の交流

を強化し、児童生徒の発達段階

に即した人権教育を推進する。

 

 

 

 

☆人権教育 

◇ 教育活動全体を通して人権

教育を推進するとともに、基本

的人権や同和問題をはじめと

するさまざまな人権問題につ

いての正しい認識の基礎を培

う。 

◇ 校長主導の全校推進体制を

整備し、地域や学校の実態を十

分考慮した人権教育推進計画

を策定する。 

◇ 同和問題を人権問題の重要

な柱として位置付け、あらゆる

人権問題の解決に向けた実践

的態度の育成を図る。 

◇ 児童生徒の実態を的確に把

握をして、教育の機会均等を図

り、学力の充実・向上や進路保

障に努める。 

◇ 教職員の指導力及び認識の

深化の向上を図るための研修

を日常的・系統的に進める。 

◇ 総合的な取り組みの推進の

ため校種間、学校間や関係機関

を始め社会教育との連携を図

る。 

 

 

 

☆人権教育 

◇ 教育活動全体を通して人権

教育を推進するとともに、基本

的人権や同和問題をはじめと

するさまざまな人権問題につ

いての正しい認識の基礎を培

い、人権尊重の実践的態度を育

成する。 

◇ 児童生徒の実態を的確に把

握をして、教育の機会均等を図

り、学力の充実・向上や進路保

障に努める。 

◇ 教職員の指導力及び認識の

深化の向上を図るための研修

を日常的・系統的に進めるとと

もに、校種間、学校間、社会教

育との連携を図る。 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １１ 人権教育 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市に移行後、調整する。 

 指導、援助の体制は現行のまま指導主事を中心に実施する。内容については新市教育委員会で検討し統一した内容

で実施する。 

 

１ 人権教育 

   各町とも指導主事が担当し、基本的人権、同和問題をはじめとする人権問題に対する教育を実施している。新市

においても、人権問題についての正しい理解や認識の基礎を培い人権尊重の実践的な教育を進める必要がある。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １６ 教育広報 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 教育広報  

教育広報の実施状況 

・町広報誌への随時掲載 

 

教育広報の実施状況 

・町広報誌への随時掲載 

 

教育広報の実施状況 

・平成１４年度から町広報２ペー

ジ掲載で毎月広報（従前：年４

回発行の教育委員会だより） 

・適正就学指導委員会だより（年

2回） 

 

 

教育広報の実施状況 

・教育委員会報 年２回発行 

・町広報誌への掲載依頼等 

 

 

教育広報の実施状況 

・弥栄の教育（年１回発行） 

 各戸配布 

 

教育広報の実施状況 

・［適就だより］2 回発行（春・

秋） 

※久美浜町広報誌を利用 

根拠条例・要綱・規則等       

 
  



 3

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １６ 教育広報 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

新市に移行後、調整する。 

新市の教育委員会で、独自に発行する方向で検討する。 

 

１ 教育広報 

   各町とも毎月の町広報誌に随時掲載している。教育委員会独自で年１～２回発行している町が２町ある。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 社会教育施設の状況 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 資料館  

 

  

名 称 網野町郷土資

料館 

設置場所 字木津 

設立年月

日 

昭和５２年４

月１日 

職員数 館長、主事各１

名 

備 考 非常勤特別職 

※火、土曜日開館 

 

名 称 丹後町古代の

里資料館 

設置場所 宮 

設立年月

日 

平成６年４月

１日 

職員数 嘱託職員、パー

ト１名 

備 考 パートは（株）

テンキテンキ

村が雇用  

  

根拠条例・要綱・規則等   網野町郷土資料館の設置及び管

理に関する条例 

網野町郷土資料館の設置及び管

理に関する条例施行規則 

丹後町古代の里の設置及び管理

に関する条例 

丹後町古代の里管理運営規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２ 社会教育施設の状況 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 資料館は、文化財及び郷土資料の保護・保存と活用を進めるために重要な社会教育施設である。住民に公開

し情報が提供できる施設の整備と機能の充実を図るため、新市に引継ぎ６町の貴重な資料を集積する。 

 

３ 資料館 

  資料館は、２町で設置されているが、４町が未設置である。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 文化協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 青少年関連団体 

 

 

名 称 峰山町文化団体

協議会 

設立年

月 日

昭和３４年５月 

加入者

数 

 

３００名 

予算規

模 

 

７００千円 

補助金 ３００千円 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 峰山町青少年健

全育成と環境浄

化を進める会 

設立年

月 日

昭和５２年１月 

加入者

数 

６６団体 

 

予算規

模 

 

２７０千円 

補助金 ２００千円 

備 考   

 

名 称 大宮町文化協会

設立年

月 日

昭和６１年９月

加入者

数 

４６団体

７３５名

予算規

模 ７００千円

補助金 ４５０千円

備 考 事務局（教委）

 

名 称 大宮町文化財保

存会 

設立年

月 日

昭和５０年６月

加入者

数 ９７名

予算規

模 ２３０千円

補助金 ７０千円

備 考 事務局（教委）

 

 

名 称 大宮町青少年健

全育成会 

設立年

月 日

昭和５５年４月

加入者

数 ８５名

予算規

模 ２１７千円

補助金 １００千円

備 考 事務局（教委） 

 

名 称 文化協会 

設立年

月 日

昭和４４年 

加入者

数 

２５団体

７５０名

予算規

模 ８３０千円

補助金 ５５０千円

備 考  

 

名 称 郷土文化保存会

設立年

月 日

昭和４４年 

加入者

数 １５０名

予算規

模 ７００千円

補助金 ０千円

備 考 文化協会加盟 

 

 

 

名 称 青少年育成会 

設立年

月 日

昭和４１年 

加入者

数 

４７団体

５０名

予算規

模 ４２０千円

補助金 ３００千円

備 考   

 

名 称 丹後町文化協会

設立年

月 日 

昭和５１年６月

８日 

加入者

数 ２６１名

予算規

模 ６６１千円

補助金 ５００千円

備 考 文化協会（１８

団体）事務局：

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 丹後町青少年健

全育成と環境浄

化を進める会 

設立年

月 日 

昭和５２年７月

１８日 

加入者

数 

３６団体

予算規

模 ２３０千円

補助金 実費

備 考 事務局：教育委

員会  

 

名 称 弥栄町文化協会

設立年

月 日

昭和５６年１０

月 

加入者

数 

２２団体

２２１名

予算規

模 １５０千円

補助金 １５０千円

備 考 事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 弥栄町青少年を

育てる会 

設立年

月 日

昭和５６年６月

２５日 

加入者

数 

３０団体

予算規

模 ２００千円

補助金 ２００千円

備 考 事務局  

 

名 称 久美浜町文化協

会 

設立年

月 日

昭和３８年１２

月４日 

加入者

数 

３６団体 

 

予算規

模 

 

１，００９千円 

補助金 ９００千円 

備 考 事業委託料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 久美浜町青少年

健全育成会 

設立年

月 日

平成１１年４月

１日 

加入者

数 

 

６２名 

予算規

模 

 

３２７千円 

補助金 １８０千円 

備 考 当初、昭和５３

年発足  

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

新市に移行後、調整する。 

 当面は、各町の課題にあった独自の活動を保障する。同時に、連絡協議会等の組織化を進め、連絡調整及び

連携による総合的な振興を図る。 

  

 

１ 文化協会 

  全町で組織され、独自の活動を展開している。 

 

 

 

 

２ 青少年関連団体 

全町で組織されているが、活動内容はそれぞれ特徴ある事業を実施している。 

 

 

 

 

３ その他 

   

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ その他  

名 称 峰山町少年少女

合唱団 

設立年

月 日

昭和５４年 

加入者

数 

 

５０名 

予算規

模 

 

９００千円 

補助金 ３００千円 

備 考  

 

名 称 峰山町人権を守

る会 

設立年

月 日

昭和５８年１０

月 

加入者

数 

４０団体 

 

予算規

模 

 

３００千円 

補助金 ２００千円 

備 考  

 

名 称 峰山町文化財保

護研究会 

設立年

月 日

昭和３９年 

加入者

数 

 

７２名 

予算規

模 

 

１１２千円 

補助金 ２０千円 

備 考   

 

名 称 大宮町人権教育

推進協議会 

設立年

月 日

昭和５５年１１

月 

加入者

数 ３５１名

予算規

模 ２６５千円

補助金 １００千円

備 考 事務局（教委）

 

名 称 アベサンショウ

ウオを守る会 

設立年

月 日

 

加入者

数 ５０名

予算規

模 

補助金 ５００千円

備 考   

 

名 称 人権啓発推進委

員会 

設立年

月 日

平成１０年 

加入者

数 

５４団体

７０名

予算規

模 ０千円

補助金 ０千円

備 考  

 

名 称 生活学校 

設立年

月 日

 

加入者

数 ５０名

予算規

模 ２３０千円

補助金 ７０千円

備 考   

 

名 称 子ども援護会 

設立年

月 日 

昭和５１年６月

８日 

加入者

数 １２４名

予算規

模 ９０千円

補助金 ９０千円

備 考 地区子ども会 

事務局：教育委

員会 

 

名 称 丹後町婦人会 

設立年

月 日 

昭和３１年３月

３日 

加入者

数 １２４名

予算規

模 １，０７５千円

補助金 ２５０千円

備 考 女性団体  

 

名 称 吉沢婦人会 

設立年

月 日

昭和５１年６月

加入者

数 ３１名

予算規

模 １７０千円

補助金 ２０千円

備 考 会費1,500円 

 

名 称 木橋婦人会 

設立年

月 日

昭和３７年４月

加入者

数 ５２名

予算規

模 ４００千円

補助金 ２０千円

備 考  

 

名 称 弥栄町老人クラ

ブ連合会 

設立年

月 日

 

加入者

数 

１４団体

７４７名

予算規

模 ８７０千円

補助金 ２４０千円

備 考 健康福祉課事務

局  

 

名 称 久美浜二区婦人

会 

設立年

月 日

不明 

加入者

数 

 

１００名 

予算規

模 

 

３６８千円 

補助金 ５０千円 

備 考 学級委託料 

 

名 称 久美浜町同和教

育推進協議会 

設立年

月 日

昭和６０年１１

月２６日 

加入者

数 

９９団体 

２０３名 

予算規

模 

 

４０７千円 

補助金 ３００千円 

備 考   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ その他  

名 称 峰山町さつき同

好会 

設立年

月 日

昭和５５年 

加入者

数 

 

２０名 

予算規

模 

 

１８０千円 

補助金 １００千円 

備 考  

 

名 称 峰山町婦人会連

絡協議会 

設立年

月 日

昭和５６年 

加入者

数 

 

４３名 

予算規

模 

 

２７８千円 

補助金 ２００千円 

備 考  

 

名 称 峰山町婦人の集

い連絡協議会 

設立年

月 日

昭和６０年 

加入者

数 

 

５００名 

予算規

模 

 

１５０千円 

補助金 １００千円 

備 考   

 

名 称 大宮児童合唱団

設立年

月 日

昭和６２年１０

月 

加入者

数 ６５名

予算規

模 １，０３９千円

補助金 ０千円

備 考 事務局（教委）

※町予算５５９千円 

 

名 称 海づくり少年団

設立年

月 日

平成１１年 

加入者

数 

８団体

４０名

予算規

模 １００千円

補助金 １００千円

備 考  

 

名 称 ふれあいコンサ

ート実行委員会

設立年

月 日

昭和６３年 

加入者

数 １００名

予算規

模 ３００千円

補助金 ３００千円

備 考  

 

名 称 網野高校クラブ

後援会 

設立年

月 日

昭和６１年 

加入者

数 不明

予算規

模 ２，８００千円

補助金 ３００千円

備 考   

  

名 称 エプロンの会 

設立年

月 日

昭和 

加入者

数 ３３名

予算規

模 ２００千円

補助金 ２０千円

備 考 会費1,000円 

 

名 称 和田野女性の会

設立年

月 日

昭和 

加入者

数 ２９名

予算規

模 ４００千円

補助金 ２０千円

備 考 会費2,000円 

 

名 称 黒部婦人会 

設立年

月 日

昭和 

加入者

数 ３２名

予算規

模 ２００千円

補助金 ２０千円

備 考 会費1,000円  

 

根拠条例・要綱・規則等       

  



 4

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 

 



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ その他    

名 称 少年少女合唱団

設立年

月 日

昭和２７年 

加入者

数 ４０名

予算規

模 ０千円

補助金 ０千円

備 考 町予算で運営 

 

名 称 琴引浜の鳴り砂

を守る会 

設立年

月 日

昭和６２年 

加入者

数 ２８０名

予算規

模 ３，０００千円

補助金 ０千円

備 考  

 

名 称 各地区愛護会 

設立年

月 日

 

加入者

数 

４０団体

不明

予算規

模 ０千円

補助金 ０千円

備 考   

  

名 称 野中文化財保存

会 

設立年

月 日

昭和５８年４月

加入者

数 １００名

予算規

模 １００千円

補助金 無

備 考  

 

名 称 黒部踊子保存会

設立年

月 日

昭和５９年４月

加入者

数 ２０名

予算規

模 ６７３千円

補助金 無

備 考  

 

名 称 船木踊子保存会

設立年

月 日

昭和５９年４月

加入者

数 ２９名

予算規

模 ６５千円

補助金 無

備 考   

 

根拠条例・要綱・規則等       

  



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ その他    

名 称 各地区婦人会 

設立年

月 日

 

加入者

数 

２３団体

不明

予算規

模 ０千円

補助金 ０千円

備 考   

   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ３ 社会教育関係団体の状況 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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